
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八木支所版八木支所版八木支所版八木支所版おおおお知知知知らせらせらせらせ    

    

農業所得申告農業所得申告農業所得申告農業所得申告はははは『『『『収支計算収支計算収支計算収支計算』』』』でででで！！！！    

収支内訳書作成相談会収支内訳書作成相談会収支内訳書作成相談会収支内訳書作成相談会をををを開催開催開催開催しますしますしますします    

    

農業経営者の方は、実際の収入金額から必要経費を差し引く方法により農業所得金

額を計算し申告いただくことになっています。 

 つきましては、下記の日程により農業所得収支内訳書作成相談会を開催しますので、

お誘い合わせの上ご参加ください。 
 

開催日 開催時間 開催場所 

１月１８日（金） 午前９時３０分  

～１１時３０分 
 １月２１日（月） 

 １月２２日（火） 

午後１時３０分 

～ ４時 

 

南丹市役所 八木支所 

  １階 市民ルーム 

●持持持持ちちちち物物物物    収入収入収入収入・・・・支出支出支出支出のわかるのわかるのわかるのわかる書類書類書類書類・・・・計算機計算機計算機計算機・・・・筆記用具筆記用具筆記用具筆記用具・・・・印鑑印鑑印鑑印鑑などなどなどなど 

●申告をしなくても差し支えない方 

①収支計算の結果、所得金額が赤字になる場合。 

  ②家事消費、親戚等への販売しない米（縁故米）のみなど、事業として農業を行

っていない場合。 

  ◆農業所得が赤字の場合、他の所得と損益通算を行って申告できる場合もあります。 

  ◆国保税の軽減など、収入や所得により判定される制度の対象となる方は、住民税の

申告が別途必要です。 

[農業所得申告関係書類の持参についてお願い] 

◇南丹市に平成１８年産農業所得の申告をしていただいた方を対象に農業所得申告関

係書類を郵送させていただいています。郵送した方で相談会に参加いただく方は関

係書類のご持参をお願いします。 

（郵送していない方については、上記持ち物をご持参ください） 

◇問合せ先 

 税 務 課 市民税係      ℡）０７７１－６８－０００４ 

 八木支所 地域総務課 総務係 ℡）     ４２－２３００ 

 

口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館口丹波勤労者福祉会館「「「「入門太極拳教室入門太極拳教室入門太極拳教室入門太極拳教室」」」」のごのごのごのご案内案内案内案内    

 

午後のひと時、口丹波勤労者福祉会館で、美容と健康を目指して「太極拳」を楽し

みましょう！女性の方をはじめ、皆さんのお申し込みをお待ちしています。 

●開催日時 ２月１日～３月７日の毎週金曜日（全６回） 

午後１時３０分～３時３０分 

●会  場 京都府立口丹波勤労者福祉会館 体育館（八木町西田金井畠） 

●講  師 日本武術太極拳連盟公認 谷 晴子 Ａ級指導員    

●参加対象 一般府民 

●定  員 ２０人（定員になり次第、申し込みを締め切ります） 

●参 加 料 １回５００円 

●申込受付 電話、ＦＡＸまたは直接来館の上、下記へお申し込みください。 

 

◇申込・問合せ先 ＮＰＯ法人 八木町スポーツ協会（口丹波勤労者福祉会館） 

ＴＥＬ ４２－５４８４  ＦＡＸ ４２－５６８４ 

 

 

 

 

 

 

 


